
2020

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

03-3535-5347

目　　次

  令和２年
（2020 年）       月          日（月）

No.  15126　１部377円（税込み）
3 9

☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介

　本願発明が、外面溶接熱影響部における低温靭性の向上を課題として、Ｌ２／Ｌ１の上限及び下限を
規定しているのに対し、引用発明は、内面溶接金属内におけるシーム溶接部に発生する低温割れの防止
を課題として、Ｗ２／Ｗ１の上限及び下限を規定しているのであるから、両者はその解決しようとする
課題が異なる（相違点１）。
　また、その課題を解決するための手段も、本願発明は、外面熱影響部において、外面入熱を低減して
粒径の粗大化を抑制するものであるのに対し、引用発明は、先行するシーム溶接（内面）の溶接金属に発
生する溶接線方向の引張応力を低減するものである点で、相違する（相違点２）。	

≪知的財産高等裁判所≫
拒絶査定不服審決取消請求事件

（「低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管並びにその製造方法」出願発明
（特願2013－28145号、請求項数３）の進歩性誤認（相違点の判断）事件）［上］（全２回）

−平成31年（行ケ）第10031号、令和２年１月28日判決言渡−

直 也


